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第1章 本手引きの目的と位置付け 

1）目的 

本手引きは、オンライン訪問診療の導入・活用を検討している自治体、医療機関、医師会等の関係

者が、安全かつ円滑な導入を進めるための手順を示すことを目的としています。 

広島県では、医療需要の増大、医師偏在、過疎地域における交通手段の不足等により、へき地・在

宅医療における医療アクセスの確保が喫緊の課題となっています。こうした課題の解決に向けて、通院に

伴う患者負担の軽減、移動に伴う医師の負担軽減、医療資源の柔軟な活用におけるオンライン診療の

有効性を検証するため、広島県は令和7年度「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証

事業」（以下、「令和7年度広島県実証事業」）を実施し、本手引きにオンライン訪問診療の実証を

通じて得られた知見を取りまとめています。 

 

2）手引きの構成 

本手引きは、オンライン訪問診療の導入から実施までを、段階的に理解しながら進められる構成となっ

ており、次の第１章～第4章により構成しています。 

 

章 タイトル 内容 

第1章 本手引きの目的と位置付け 
本手引きの目的、オンライン訪問診療に関する用

語等について。 

第2章 導入編 
オンライン訪問診療を導入するまでに実施する事

項について。 

第3章 実施編 
オンライン訪問診療を実施する際の、標準的な手

順について。 

第4章 オンライン診療関連通知及び規則 

オンライン訪問診療を実施する際に遵守すべき現

在の関連通知、ガイドラインや、今後の制度変更

等について。 

 巻末資料 

オンライン訪問診療の参考事例として、令和7年

度広島県実証事業の概要及び当該事業におい

て使用された資料等について。 
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3）用語集 

本手引きで使用する用語を、次のとおり定義しています。 

 

基本用語 説明 

遠隔医療 情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為。 

オンライン診療 

遠隔医療のうち、医師と患者間において、情報通信機器を通し

て、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診

療行為をリアルタイムにより行う行為。 

訪問診療 

居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難なものに

対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に医

師・歯科医師が訪問して診療を行うもの。 

オンライン訪問診療 訪問診療をオンライン診療により行うこと。 

D to P（Doctor to 

Patient） 

患者側に医療従事者の同席なしで、医師と患者間で行う形態の

遠隔医療のこと。 

D to P with N（Doctor to 

Patient with Nurse） 

患者側に看護師等が同席し、遠隔地にいる医師が、診療を行う

形態の遠隔医療のこと。 

出典 

⚫ 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成30年3月）（令和8年4月一部改訂）」 

⚫ 厚生労働省「オンライン服薬指導の実施要領について（令和4年9月30日付薬生発0930第１号）」 

⚫ 厚生労働省「へき地保健医療対策実施要綱（平成 13 年 5 月 16 日付け医政発 529 号（一部改正 令

和 4 年 7 月 29 日付け医政発 0729 第 13 号））」  

⚫ 厚生労働省「平成14年 患者調査の概況」 等 
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第2章 導入編 

本章では、オンライン訪問診療を導入する過程を、1）計画、2）準備、3）試行という3つの段階に

分類して整理しています。各段階の取組事項を適切に実施することで、円滑にオンライン訪問診療を導

入することができます。 

 

段階 取組事項 

1) 計画 

(1)  課題と目的の整理 

(2)  活用シーンの設定 

(3)  対象患者像の検討 

(4)  診療フローの設計 

(5)  収支の整理 

(6)  関係者との調整 

2) 準備 

(1) 届出や研修 

(2) 機器調達・環境の整備 

(3) 対象患者の選定 

(4) 患者への取組説明資料・同意取得資料の作成 

(5) 各関係者マニュアルの整備 

3) 試行 

(1) 実証の実施 

(2) 地域内への広報・情報発信 

(3) 計画・準備の見直し 

 

1）計画 

オンライン訪問診療は、地域の医療体制や関係者の理解を踏まえて丁寧に検討を進めることが重要

です。そのため、まず課題や活用目的、想定する活用場面など、協議の基礎となる計画を整理します。 

(1) 課題と目的の整理 

オンライン訪問診療の導入検討を進めるにあたっては、まず自院や自地域が抱える課題を正確に把握

することが重要です。関係者へのヒアリングや既存データの活用を通じて現状を整理し、「どの課題の改善

を図るためにオンライン訪問診療を検討するのか」を明確にしてください。 

オンライン訪問診療実施の背景となりうる代表的な課題例を以下に示します。自院や自地域の状況
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と照らし合わせながら、課題整理の参考としてください。 

 

図：オンライン訪問診療の導入前（左）と導入後（右）の整理              

    

 

課題 課題の詳細 導入の目的 

医師負担 
・医師の移動による負担 

・負担増大による診療維持が困難 

・定期的な訪問診療や軽度な容体の変化

に対する診療に際して、医師が医療機関等

にいながら診察が可能となるため、移動距

離が長い在宅患者宅や施設に対しても継

続的に診療を提供することが可能である。 

診療の質 

・電話による病状把握の限界 

・視覚情報が得られないことによる診

療精度の低下 

・軽度な容体の変化に対する診療において

は電話を用いて医師が在宅患者状況の把

握及び指示を出すケースも少なくないが、ビ

デオ通話を用いることでより詳細な病状が把

握でき、診療の質向上につながる。 

処方箋交

付の制約 

・電話等再診における処方箋交付の

不可 

・電話等再診では処方箋を交付できない

が、オンライン診療を行うことで処方箋を交

付できる。 

 

整理した課題を踏まえ、オンライン訪問診療を活用することによって達成したい目的を明確にします。

導入目的を設定することで、関係者協議やこの後の準備を円滑に進められる上に、導入後に計画を見

直し・改善する際にも実施しやすくなります。 

 

(2) 活用シーンの設定 

在宅患者に対する訪問診療においてオンライン診療を実施する場合、下記のようなシーンで活用が想

定されます。なお、症状悪化に伴う緊急に行う往診については対面診療を前提とします。 
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在宅患者に対するオンライン診療活用シーン 

1 定期的な訪問診療 

在宅療養計画書に基づき、定期的に実施する診療のうち、病状

が安定している回をオンライン診療に置き換えるシーンです。例えば

月 2 回の訪問診療のうち 1 回を対面、1 回をオンラインとすること

で、医師の移動負担を軽減しながら定期的な診察を維持すること

ができます。なお、オンライン診療を実施するにあたっては、あらかじ

め訪問診療計画にオンライン診療を組み込んでおく必要がありま

す。 

2 
軽度な容体の変化に対す

る診療 

定期訪問診療の間に、在宅患者や家族・介護者から「いつもより

顔色が悪い」「食欲がない」「微熱が続いている」といった軽度な症

状変化の相談があった場合に、往診に至る前の段階としてオンライ

ン診療で対応するシーンです。電話問診では把握しにくい顔色・表

情・体動などの視診情報をリアルタイムで確認できるため、往診の

要否を適切に判断する手段としても有効です。 

(3) 対象患者像の検討 

オンライン訪問診療の導入を進めるにあたり、実装目的に合致し、安全にオンライン診療を受診できる

患者を候補として適切に選定することが重要です。患者の選定に際しては、かかりつけや慢性期の患者

を前提としつつ、既往歴、処方薬、認知機能等による考慮に加え、患者の IT 機器等への理解度、家

族支援の有無なども考慮することが有効です。 

(4) 診療フローの設計 

オンライン訪問診療の導入を進めるにあたり、医師・看護師・施設職員等が、診療前から診療後まで

に具体的にどのように動くのか整理します。 
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(5) 収支の整理 

オンライン訪問診療を導入する際に、算定可能な診療報酬項目、発生しうる負担金、活用可能な

補助事業等を整理する必要があります。 

オンライン診療を実施する場合には、算定可能な診療報酬項目が対面診療と異なります。また、施

設基準を満たしている場合には体制加算等が算定可能となることがあります。訪問診療において基本的

に算定する診療報酬として在宅時(施設入居時)医学総合管理料、在宅患者訪問診療料があります

が、在宅時(施設入居時)医学総合管理料については「情報通信機器を用いた診療」として別途算定

が可能です。対して、在宅患者訪問診療料については「情報通信機器を用いた診療」について設けられ

ていないため、情報通信機器を用いた再診料、外来診療料として算定を行います。 

 オンライン訪問診療の導入にあたっては、必要に応じて自治体の予算や補助金等を活用することが有

効です。 
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ポイント・解決のための工夫  

対面診療と比較したオンライン診療の診療報酬について 

情報通信機器を用いた診療の場合、在宅時(施設入居時)医学総合管理料は大幅に点数が下

がるため、移動負担軽減などによるメリットを踏まえ、定期的な訪問においてもオンライン診療を取り入

れるかを検討します。 

加えて、特に令和8年度診療報酬改定において情報通信機器を用いた診療と訪問看護との同日

算定、看護師補助による検査や処置、注射について加算があり、算定の幅が広がります。詳しくは巻

末を参照してください。 

 

 

ポイント・解決のための工夫  

デバイスやシステムの調達にかけられるコストが限られている 

 限られた医療機関や医療関係者によりオンライン診療を実施する場合においては、「オンライン

診療の適切な実施に関する指針」にて記載されている通り汎用システム（Zoom, Teams, 

Facetime 等）を用いることでソフトウェアの利用についても少額から始められ、かつ、医療従事

者であっても平時から Web 会議等で比較的使い慣れている体制となります。 

 

(6) 関係者との調整 

 オンライン訪問診療を導入するにあたり、院内・院外関係者や地域の懸念や論点を洗い出し、計画に

ついて共通認識を形成することを目的として、関係者間での協議を実施することが重要です。前項までに

整理した情報をオンライン訪問診療の実施計画として示します。 

広島県が令和7年度に実施した「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」では、

オンライン診療を行う医師、看護師等の院内関係者間との調整に加え、当該地域を管轄する医師会、

訪問看護ステーションの看護師、介護施設のスタッフ、行政職員等の院外関係者を交えて意見調整を

行いました。 
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2）準備 

本段階では、オンライン訪問診療の導入を進めるにあたり、関係者間で合意を得られた計画に沿っ

て、より実務的な準備を行います。 

(1) 届出や研修 

【施設基準の届出】 

オンライン診療を保険診療として実施し、診療報酬（保険点数）を算定する場合、当該点数に係

る施設基準の届出が必要となります。運用開始前に、当該医療機関が算定予定の診療報酬項目の

施設基準を満たしているか確認したうえで、基準を満たす場合には医療機関所在地を管轄する地方厚

生（支）局へ施設基準の届出を行います。提出すべき様式や提出方法（郵送、電子申請・届出等

システムの利用可否など）は、地方厚生（支）局の Web ページに掲載されている最新情報に基づき

確認します。 

 

【医師の研修（厚生労働省 e ラーニング）】 

情報通信機器を用いた診療に係る基準の届出を提出するために、オンライン診療に従事する医師

は、厚生労働省が提供するオンライン診療研修（e ラーニング）を修了する必要があります。研修はイン

ターネット上で受講でき、講義コンテンツ（動画・テキスト等）の学習後に演習問題へ回答し、所定の

要件を満たすと修了となる形式です。修了後は、研修サイト上から修了証を取得できます。 

 

【ホームページ等での掲載】 

オンライン診療を実施する際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、オンライン

診療を実施している旨をホームページや院内掲示板等において公表する必要があります。加えて、初診

からかかりつけの医師以外がオンライン診療を実施する場合、診療前相談を実施する必要があります。そ

の際、診療前相談に関する情報をホームページ等で患者に対して周知する必要があります。 
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規則対応のチェックリスト 

実施事項 内容  

情報通信機器を用いた

診療に係る基準の届出 

オンライン診療を実施する医療機関は、地方厚生（支）局に対し

て、届出を提出する必要があります。 

届出には以下の要件が含まれています。 

・厚生労働省「オンライン診療研修」の修了 

修了には一定程度の時間を要する上、届出を提出するために本

研修を修了する必要があるため、他の届出等に先立って実施する

必要があります。 

「1）計画」と同時並行で進めることをお勧めします。 

・ホームページ・院内掲示板等への掲載 

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいてオンライン診

療を実施している旨、及び指針に準じてオンライン診療を実施する旨

をホームページ・院内掲示板等へ掲載します。 

☐ 

看護師等遠隔診療補

助体制加算の届出 

へき地において D to P with N のオンライン診療を実施する際、

「看護師等遠隔診療補助体制加算」を算定することができます。本

加算を算定する場合、地方厚生（支）局に対して届出をする必

要があります。 

☐ 

 

(2) 機器調達・環境の整備 

オンライン訪問診療を実施するにあたり、ハードウェアとソフトウェアの機器・環境を整備する必要があり

ます。ハードウェアでは、ビデオ通話デバイス（パソコンやタブレット）、カメラ、スピーカー、通信環境等の

機器を揃える必要があります。遠隔聴診器や骨伝導補聴器といった遠隔医療デバイスを活用することも

有効です。また、ソフトウェアについては、「①汎用サービス」、もしくは「②オンライン診療システム」より選定

します。実例については、巻末資料「2）実証で使用した機器一覧」をご参照ください。 
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ハードウェア 

機器・環境 概要 選定のポイント 

① パソコン・タブレット 
医師・患者間でビデオ通話を接続す

るために用いる機器 

カメラ・マイク・スピーカーが内蔵され

ているか確認が必要。ビデオ通話の

安定性を確保するため、OS および

ブラウザが使用するオンライン診療

システムの動作要件を満たしている

ことを確認したうえで選定する。 

② モバイル ルーター 

パソコン・タブレットがインターネットに

接続するために用いるモバイルルータ

ー等 

電波状況に合わせて、最適なキャ

リア回線に自動で切り替わるマルチ

キャリア対応の WiFi が特に有用。 

③ スピーカー 

ビデオ通話上の医師の音声を、十分

な音量で患者に届けるために用いる

機器 

患者側に設置するため、十分な音

量・音質を確保できる製品を選定

する。マイク内蔵型（スピーカーフォ

ン）であれば別途マイクを用意する

必要がなく、機器構成がシンプルに

なる。 

④ カメラ 
患者の状態を正確にビデオ通話上に

映し出すために用いる機器 

看護師等の診療補助者が操作し

やすいよう、片手で保持できる程度

のコンパクトな製品が望ましい。 

また、使用するパソコン・タブレットの

OS およびオンライン診療システムと

の動作互換性を事前に確認する。 

⑤ アダプター 
カメラ・スピーカー等の周辺機器とパ

ソコンを接続する機器 

使用するパソコン・タブレット等と各

種機器の接続部分の形状と数を

確認したうえで選定が必要。 

⑥ 遠隔聴診器 
患者の心音・呼吸音等をビデオ通話

上で医師に届けるために用いる機器 

使用するオンライン診療システムや

汎用サービス（Zoom 等）との接

続・動作確認が必要。 
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導入前に実際の診療を想定して

試用を行うことが望ましい。 

⑦ ヘッドフォン 

医師が遠隔聴診時に患者の心音・

呼吸音を正確に聞き取るために用い

る機器 

遠隔聴診時に微細な心音・呼吸

音を正確に聞き取るため、遮音性

の高い密閉型が適している。 

また、長時間の診察でも疲労しにく

い装着感のものを選定することが望

ましい。 

ソフトウェア①②のいずれか 

機器・環境 概要 選定のポイント 

① 汎用サービス 

オンライン診療以外の用途にも広く

使われるビデオ通話サービス（例

：Zoom、Microsoft Teams、

Google Meet 等） 

医療機関等で日常的に使用して

いる場合があり、準備負担が小さ

く、導入ハードルが低い。 

予約・会計など周辺業務は別途

設計が必要。 

厚生労働省「オンライン診療の適

切な実施に関する指針」に基づき

院内システムと分離する体制が必

要。 

② 
オンライン 

診療システム 

オンライン診療の実施を前提に設計

された専用システム 

予約・問診・ビデオ通話・決済が一

体化しているケースが多く、業務手

順の標準化が容易。 

導入にあたっては契約費用・利用

料に加え、患者側のアプリ導入やア

カウント登録等の負担が発生する

場合がある点を考慮する必要があ

る。 

 

 

(3) 対象患者の選定 

「1）計画」で作成した対象患者像に沿って患者選定を行います。医療関係のご家族や関係構築が

できている方や病状が安定している方から始めると円滑に進められます。 
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(4) 患者への取組説明資料・同意取得資料の作成 

オンライン診療を実施する際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、オンライン

診療に関して十分な情報を提供し、患者の同意を取得する必要があります。同意取得の際には、看護

師等の取組説明に関する負担軽減や、患者のオンライン診療に対するイメージを掴みやすくすることを目

的として、以下のようなイラスト等を用いることも有効です。 

 

 

(5) 各関係者マニュアルの整備 

オンライン訪問診療を円滑に導入するために、「現場がどのように動くか」の具体的な運用内容の設

計を行った上で、医師・看護師・薬剤師・他職種等が参照しやすい形式でまとめることが重要です。全体

の業務フローを示し、その後は職種ごとの手順に分けて整理します。実例については、巻末資料「1）オ

ンライン訪問診療の実施に際して必要となる資料一覧」の「オンライン訪問診療マニュアル（全体編）」

及び「オンライン訪問診療マニュアル（機器操作編）」をご参照ください。 

 

3）試行 

本段階では、「1）計画」と「2）準備」の段階で整備した内容をもとに、実際にオンライン訪問診療を

始める段階です。試験的にオンライン訪問診療の運用を行い、取組として問題がないことを確認します。

本段階を経た上で、本格的にオンライン訪問診療は運用されます。 
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(1) 実証の実施 

実際の機器・通信環境を使用し、受付 → 診療 → 記録 → 処方までの流れを通しで実証します。

実証の際には、事前にシナリオを作成しておくことが有効です。実例については、巻末資料「1）オンライン

訪問診療の実施に際して必要となる資料一覧」の「実証シナリオ」をご参照ください。 

 

ポイント・解決のための工夫  

遠隔医療における診察（問診、視診、聴診等）においては各種操作に慣れが必要である 

問診において、PC の音声のみでは特に高齢者には聞き取りづらいこともあるため、指向性スピーカ

ー等を設置することが有効となります。視診においては、特にデバイス等によって明るさや色味が異

なるため、事前に使用するデバイスによるテストを行うことが有効です。特にライト付きの Web カメ

ラ等を用いることで、口腔内の所見を得ることもできます。遠隔聴診器を使用する際、聴診箇所

について、医師と診療補助を行う看護師間での意思疎通を取ることが困難であるため、共同の図

を用いて聴診部位を共有することが有効です。 

 

(2) 地域内への広報・情報発信 

地域住民が安心してオンライン訪問診療を利用できるようにするために、広報・情報発信を行う必要

があります。住民向けに加えて、地域内の関係者にも周知することで、案内内容の統一と混乱防止につ

ながります。案内対象としては、住民（主対象）、地域の医療機関、薬局、医師会・薬剤師会など関

係団体等が想定されます。 

周知媒体は複数を併用し、住民が目にしやすい場所・媒体を確保することが重要です。自治体ホー

ムページ、広報紙、公式 SNS、オンライン訪問診療実施医療機関での掲示・配布資料、地域医療機

関・薬局での掲示、医師会・薬剤師会の連絡網、相談窓口における案内文等により周知を行います。 

下記に一般的に広報に際して必要な項目をお示しします。 

 

記載すべき項目 詳細 

(ア) 実施背景 オンライン診療実施の課題と目的について  

(イ) 診療方法 ビデオ通話を用いた診療 / 看護師補助について 

(ウ) 対面診療との関係 
対面診療との頻度について 

(例：各月でオンライン診療と対面診療を切り替え 等) 

(エ) 受診できる内容 対象となる症状について 

(オ) 場所・時間 診療場所、診療曜日、時間について 

(カ) 医師・医療機関 オンライン診療を担当する医師や対面診療連携医療機関につ
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いて 

(キ) 費用 
保険適応、診療以外の費用について 

(例：薬の郵送や振込手数料 等) 

(ク) 問い合わせ先 医療機関への連絡先、受付時間等について 

 

(3) 計画・準備の見直し 

実証の結果等を踏まえ、手順の不明瞭箇所の修正や連絡経路及び判断基準の再整理を行いま

す。必要に応じて再度実証を実施することも有効です。オンライン訪問診療の運用開始後も、患者から

の問い合わせ内容やトラブル事例に基づき、計画及び準備を継続的に更新します。 
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第3章 実施編  

本章では、オンライン訪問診療の実施手順を1）診療前、2）診療中、3）診療後という3つの段階

に分類し、さらに改善を目的として4）検証を設けております。各段階における取組事項については医療

機関ごとにカスタマイズすることは可能ですが、標準的なケースを示しています。 

 

段階 取組事項 

1）診療前 

(1) 機器接続確認 

(2) 患者同意取得 

(3) バイタル測定 

(4) 患者情報共有 

2）診療中 

(5) 診察 

(6) 検査・処置等 

(7) 次回予約確認 

3）診療後 
(8) 処方 

(9) 会計 

4）検証 (10) 振り返り 
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1）診療前 

(1) 機器接続確認 

診療を始める前に、パソコン、タブレット、遠隔聴診器などの機器が正常に動作するか、通信の乱れな

く接続されているか確認を行います。訪問診療先の施設に到着した看護師もしくは施設スタッフがオンラ

イン診療のための機器・環境を整備したのち、医療機関に待機する医師とそれらの機器を用いてビデオ

通話を接続します。なお、この際に接続したビデオ通話はオンライン診療終了時まで接続したままにしま

す。 

(2) 患者同意取得 

オンライン診療の実施に先立ち、看護師もしくは施設スタッフは、「第2章 導入編」の際に作成しておい

た取組説明資料及び同意資料を用いて、患者または患者の家族等から同意を取得します。なお、患者

の認知能力等により本人からの同意取得が困難と見込まれる場合は、訪問診療当日までに家族等へ

事前に説明・確認を行います。同意書の実例については、巻末資料「1）オンライン訪問診療の実施に

際して必要となる資料一覧」の「オンライン診療への同意書」をご参照ください。 

(3) バイタル測定 

患者に対して、看護師等が診察の前にバイタルを測定します。バイタル測定のタイミングは医療機関の

スタイルに合わせて診療前、診療中のいずれかで実施してください。 

(4) 患者情報共有 

患者のバイタル測定結果および過去の既往歴について、看護師より医師に対してビデオ通話を用いて

患者情報を共有します。 

2）診療中 

(5) 診察 

医師は遠隔の患者に対して問診、聴診、視診等を行います。聴診と視診は、看護師等の診療補助

のもと実施することができます。遠隔聴診器やビデオカメラを用いることで、診察の質の向上につながりま

す。より具体的には、遠隔聴診器を用いて心音、呼吸音、腸蠕動音等の確認、並びにビデオカメラを通

して口腔内や皮膚所見、関節可動域の確認、疼痛部位の圧迫時の所見等を確認することができます。 
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(6) 検査・処置等 

オンライン診療では、設備と人員が揃っていれば、基本的に検査・処置を実施することができます。 

(7) 次回予約の確認 

次回の診察の予約を確認します。定期的な訪問診療においては、オンライン診療と対面診療を交互

に実施することを前提とします。 

 

3）診療後 

(8) 処方 

訪問診療における処方は院外処方が基本となります。本来訪問診療においては、処方箋原本を在

宅患者の居宅等にて渡すことが望ましいですが、オンライン診療の場合は診療終了後に処方箋を発行

の上、医療機関から FAX 等で薬局に送付し、追って処方箋原本を薬局に郵送します。 

薬の受け渡しは、家族等が薬局へ受け取りに行く場合のほか、薬剤師が在宅患者宅を訪問して薬を

届けるとともに服薬指導を行う「訪問薬剤管理指導」、もしくは薬剤師が薬局に所在しながら行う「オンラ

イン服薬指導」を活用することも有効です。オンライン服薬指導を行う場合、薬局が郵送サービスを活用

する、もしくは薬局スタッフによる郵送などが想定されます。 

(9) 会計 

訪問診療における支払いについては、オンライン診療を組み合わせる場合においても対面診療と同様

に月次での請求金額に合算することで患者から支払いを受けます。 

 

4）検証 

(10) 振り返り 

オンライン訪問診療の効果検証、定着、質向上を継続的に行うために、振り返りを行います。振り返り

に際しては、医師、看護師、施設スタッフ等の関係者や患者に対するアンケート等が有効です。下記の

項目を参考に、患者向けアンケート及び医療スタッフ向けの振り返りシートを作成することをお勧めしま

す。実例については、巻末資料「1）オンライン訪問診療の実施に際して必要となる資料一覧」の「オンラ

イン訪問診療受診後アンケート」、「オンライン訪問診療実施後アンケート（振り返りシート）」をご参照

ください。 
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なお、アンケート実施は患者の回答能力に応じてご判断ください。 

 

【患者向けオンライン訪問診療受診後アンケート】 

 カテゴリ 質問項目の例 

① 回答者属性 性別 / 年代 /スマートフォン所持有無 等 

② オンライン診療の認知 オンライン診療の事前認知有無 / 認知のきっかけ 等 

③ 受診時の安心感 
安心して受診できたという認識 / 安心感に関する否定的認識 / 

安心感の理由 等 

④ コミュニケーション 
医師の声の聞き取りやすさ / 音声に関する障害の有無 / 医師

への伝達のしやすさ 等 

⑤ 対面診療との比較 オンライン診療の優位性認識 /併用意向の有無 等 

⑥ 不満点・課題 
不満点なし / 相談しづらさ / 診察時間への不満 / 費用に対す

る不安 / 音声の聞き取りづらさ / その他不満点 等 

⑦ 利用動機 
医師からの勧奨 / 将来利用への慣れ / 症状安定による心理的

抵抗の低さ / その他動機 等 

 

【スタッフ向けオンライン訪問診療実施後アンケート（振り返りシート）】 

 カテゴリ 質問項目の例 

診療の質 

① 問診の円滑さ 

オンライン診療に対する患者の抵抗感の有無 / 患者との会話の

円滑性 / 主訴・症状・生活状況の把握状況 / 患者自己測定

結果（血圧・血糖等）の共有 / 対面診療と比較した情報量の

充足度 

② 診断の正確性 

画面越しでの患者状況（顔色・意識状態等）/ 検査結果・既

往情報を踏まえた診断判断の妥当性 / 対面診療と比較した診

断精度の差異 / オンライン診療特有の診断上の制約の有無 

③ 看護師補助の効果 

機器操作（聴診器・カメラ等）の円滑性 / 看護師による患者

への声かけ・フォロー状況 / 医師診療に対する補完機能の有効

性 / 看護師介在による診療の質向上の実感 

④ 診察時間 
医師診察時間の適切性 / オンライン診療としての所要時間の妥

当性 / 同意取得から終了までの全体所要時間の許容性 

⑤ その他 
オンライン診療による対応可能性の判断 / 対面診療が必要と感

じた要素の有無および内容 

通信環境・機器操作 

⑥ 通信品質 
映像の安定性 / 音声の明瞭性 / 遅延・途切れ・ノイズの有無 / 

通信品質が診療に与えた影響の有無 
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⑦ 機器の動作状況 
使用機器（聴診器・マイク・カメラ等）の作動 / 接続・切替操

作時のトラブル有無  

⑧ 準備・設営 診療前準備の段取り/ 準備時間の妥当性  
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第4章 オンライン診療関連通知及び規則 

1）オンライン診療に関する現行の指針やガイドライン等 

発行元 指針・ガイドライン等 説明 URL 

厚生労働省 
オンライン診療の適切

な実施に関する指針 

オンライン診療の実施基準や手

順、安全管理、患者同意・本人

確認、処方・記録管理など、診療

現場での具体的な運用ルールを定

め、安全かつ適切な実施を促すた

めの指針。 

https://www.sh

isetsukijun.org/

kanri/wp-

content/upload

s/2026/04/202

60402_1.1.pdf 

厚生労働省 

オンライン診療その他の

遠隔医療の推進 

に向けた基本方針 

オンライン診療や遠隔医療の意

義・目的、推進の基本的考え方、

制度体系や政策背景など、国とし

ての方針や方向性を示したもの。 

https://www.m

hlw.go.jp/conte

nt/10800000/0

01116016.pdf 

厚生労働省 
指針遵守を確認するた

めのチェックリスト 

オンライン診療の実施にあたり、厚

労省の指針に照らして遵守項目を

チェックするためのリスト。 

診療前後の本人確認、情報管

理、機器・通信環境、安全性、同

意形成、処方・記録など、指針の

要件が実務ベースで確認できる形

式で整理されたもの。 

https://www.m

hlw.go.jp/conte

nt/001606348.

pdf 

日本医学会

連合 

オンライン診療の初診に

関する提言 

初診でのオンライン診療について、ど

の症状・状態が適さないかを臨床

的観点から詳述し、オンライン診療

の限界や対面診療への切り替え判

断基準、必要な症状評価と安全

性確保の考え方を提示した提言。 

https://files.jm

sf.or.jp/uploads

/medium/file/2

80/202211241

63108.pdf 

https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001116016.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001116016.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001116016.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001116016.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001606348.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001606348.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001606348.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001606348.pdf
https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/280/20221124163108.pdf
https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/280/20221124163108.pdf
https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/280/20221124163108.pdf
https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/280/20221124163108.pdf
https://files.jmsf.or.jp/uploads/medium/file/280/20221124163108.pdf
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厚生労働

省・経済産

業省・総務

省 

3省2ガイドライン（医

療情報システムの安全

管理に関するガイドライ

ン等） 

医療情報を取り扱う際のシステムセ

キュリティ要件を定めたガイドライン。

オンライン服薬指導システム選定の

際の適合性確認が必要。 

●厚生労働省：

「医療情報システム

の安全管理に関す

るガイドライン 第

6.0版」 

https://www.m

hlw.go.jp/stf/s

hingi/0000516

275_00006.ht

ml 

 

●経済産業省：

「医療情報を取り

扱う情報システム・

サービスの提供事

業者における安全

管理ガイドライン」 

https://www.m

eti.go.jp/policy

/mono_info_se

rvice/healthcar

e/teikyoujigyou

syagl.html 

 

2）オンライン診療に関する今後の制度や診療報酬等 

【医療法改正】 

令和7年12月12日に公布された「医療法等の一部を改正する法律（令和7年法律第87号）」に

より、オンライン診療が医療法に定義されました。法律上の定義は「医師又は歯科医師の使用に係る電

子計算機と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用

し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互

に認識しながら通話することが可能な方法による診療」とされています。当該規定は令和8年4月1日か

ら施行されます。 

 

【オンライン診療実施の届出】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
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オンライン診療を実施する医療機関は、所在地の都道府県知事に対してオンライン診療実施の旨の

届出が必要となります（省令改正予定）。なお、令和8年4月1日時点ですでにオンライン診療を実施

している医療機関については、令和9年3月末までの届出期間における経過措置が設けられる予定で

す。 

 

【オンライン診療受診施設】 

「オンライン診療受診施設」が創設されます（令和8年4月1日施行）。へき地における公民館、診

療所跡地、郵便局、巡回診療車などが活用対象として想定されており、これらを設置した場合は、設置

後10日以内に所在地の都道府県知事へ届け出る必要があります。設置者が医療従事者である必要

はありません。 

 

【D to P with N に対する加算】 

令和6年度診療報酬改定により創設された現行の「看護師等遠隔診療補助加算」に加え、令和8

年度診療報酬改定において「訪問看護遠隔診療補助料」、「看護師等遠隔診療検査実施料」、「看

護師等遠隔診療注射実施料」、「看護師等遠隔診療処置実施料」が新設されています。詳細につい

ては、今後の診療報酬改定動向をご確認ください。 

 

  



25 

 

巻末資料 

本章では、オンライン訪問診療の実施に際して必要となる資料一覧、令和7年度広島県実証事業で

使用した機器一覧について記載しています。 

1）オンライン訪問診療の実施に際して必要となる資料一覧 

令和7年度広島県実証事業において実際に使用した資料をもとに、オンライン訪問診療を導入・実

施する際に必要となる資料を整理しました。各資料の雛形につきましては、広島県ホームページよりダウン

ロードいただけますので、導入時の参考としてご活用ください。 

 

資料 内容説明 

オンライン診療への同意書 オンライン診療を実施する前に患者から取得する同意書。 

取組説明チラシ 

同意取得時の説明負担の軽減や患者のオンライン診療への

理解促進を目的として、イラスト等を用いてわかりやすく取組

内容を伝える資料。 

オンライン診療受診後アンケート 
オンライン訪問診療の質の向上に繋げるために、患者に対し

て受診後に実施するアンケート。 

オンライン訪問診療実施後アンケート

（振り返りシート） 

オンライン訪問診療の計画や準備の見直しに繋げるために、

関係者に対して実施後に実施するアンケート。 

オンライン訪問診療マニュアル（全体

編） 

オンライン訪問診療実施の際の、全体の業務フローや職種ご

との手順を記載する資料。 

オンライン訪問診療マニュアル（機器

操作編） 

Zoom の使用方法や、遠隔医療デバイス等の操作方法を

記載する資料。 

実証シナリオ 想定される診療の流れを示す資料。 

遠隔聴診箇所イラスト 
遠隔聴診を実施する際、医師と看護師間で聴診部位を正

確に把握するために用いる資料。 
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【オンライン診療への同意書】 
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【取組説明チラシ】 

 

【オンライン診療受診後アンケート】 

 

 



28 

 

【オンライン訪問診療実施後アンケート（振り返りシート）】 
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【オンライン訪問診療マニュアル（全体編）＊目次抜粋】 

 

【オンライン訪問診療マニュアル（機器操作編）＊目次抜粋】 
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【実証シナリオ】 
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【遠隔聴診箇所イラスト】 
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2）実証で使用した機器一覧  

令和7年度広島県実証事業では、オンライン訪問診療の導入ハードルを極力下げることを目的とし

て、診療に必要最低限の機器・環境を整備しました。各機器の選定にあたっては、「第2章 導入編」の 

「2）準備」の「（2）機器調達・環境の整備」に示した基本機器の考え方を踏まえています。なお、機

器の調達にあたってはスペックや価格等については適宜メーカー等へのご確認の上、ご検討ください。 

 

ハードウェア 

機器・環境 品名（型番） 個数 参考価格 使用目的 

パソコン 
dynabook BJ65/FS 

(A6BJFSS8F511) 
2 438,700 円 

訪問診療実施医療機関側・

施設側それぞれに 1 台ずつ

用意し、ビデオ通話端末とし

て使用しました。 

モバイル 

ルーター 

AIR-2 

(CAW21A201) 
1 5,280 円/月 

施設で安定した通信環境を

確保するために使用しました。

5G 回線によりビデオ通話を

円滑に行いました。 

マイク機能

付き 

スピーカー 

Jabra Speak 410 

(100-43000000-40) 
1 18,000 円 

医師の音声を十分な音量で

患者に届けるとともに、患者の

音声を適切に収音するために

使用しました。 

Web 

カメラ 

Logicool PRO HD 

(C922n) 
1 12,540 円 

診療補助を行う看護師が片

手でも扱えるよう小型のカメラ

を採用し、咽頭所見等の診

療補助に使用しました。 

アダプター 

Anker USB-C 4 ポート 

USB3.0 ハブ 

(A83050A1) 

1 1,990 円 
各種機器をパソコンに接続す

るために使用しました。 

遠隔 

聴診器 
SDNX-01G ネクステート 1 57,200 円 

遠隔地にいる医師が聴診を

実施できるよう使用しました。 

骨伝導 

補聴器 

FILLTUNE a.tell 

(ATL-25) 
1 132,000 円 

難聴の患者に対してオンライ

ン診療の音声を届けるために

使用しました。 
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ソフトウェア 

機器・環境 品名（型番） 個数 参考価格 使用目的 

ビデオ通話 

システム 
Zoom 1 2,000 円/月 

ビデオ通話システムとして使用

しました。 

※40 分以上のビデオ通話が

想定されたため有償版を使用

しました。 

 

図：機器配置の様子 
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